
高速・貸切バスの交替運転者の配置基準

改善基準告示（従来からの規定）

配置基準（平成２５年８月全面適用）
＜新高速乗合バス・貸切バス対象＞
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○ 距離：実車距離は原則５００kmまで

○ 時間：運転時間は原則９時間まで

夜
間

○ 距離：実車距離は原則４００kmまで （※）

○ 時間：運転時間は原則９時間まで

○ 連続乗務：連続４夜まで
＊ただし、４００km超は連続２夜まで

[参考]バス運転者の過労運転防止のための基準

○ 乗務距離による交替運転者の配

置指針 （平成２０年６月策定）

＜貸切バス対象＞

⇒ 発注者（旅行業者等）が把握しや

すいよう、改善基準告示で定められ

た運転時間の上限（２日平均９時

間）に相当する乗務距離の上限６７０

ｋｍとする指針の策定

※ 夜間高速ツアーバスについては平成２４年７月から、
夜間貸切バスについては平成２４年１２月から先行実施
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改善基準告示 ＜バス＞

○ 拘束時間：１日１３時間まで （１６時間まで延長可能。ただし１５時間以上は週に２回まで）

○ 休息期間：１日継続８時間以上

○ 運転時間：２日を平均して１日９時間まで

○ 連続運転時間：４時間毎に３０分以上の休憩を確保 （１回につき１０分以上で分割可能）

○ 休日：１週間に１日以上又は４週間に４日以上

休日労働は２週間に１回まで （拘束時間は４週間平均で１週間当たり最大７１．５時間まで）

改善基準告示に追加して、高速・貸切バスについて
交替運転者の配置基準を策定

※ 平成２５年８月の交替運転者の配置
基準全面適用を受けて廃止


